
レ 

様式１８ 

障 害 者 解 雇 届 

①
事
業
所 

名称 

名中販売 株式会社 中部支店 

②
事
業
の
種
類 

食料品等卸売業 

所在地 

〒４５０－０００３ 

名古屋市中村区名駅南１－２１－５ 

(TEL）０５２－５８２－８１７１  

③
労
働
者
数 

１３６人 

④
障
害
者
数 

ｲ  常 用
雇 用 身
体 障 害
者の数 

ﾛ 常用雇
用知的障
害者の数 

ﾊ 精神障害

がある者であ

って厚生労働

省令で定める

者の数 

ﾆ  重 度 身
体障害者で
ある短時間
労働者の数 

ﾎ 重度知的
障害者である
短 時 間 労 働
者の数 

へ 精神
障害者で
ある短時
間労働者
の数 

ｲ～への 
合計人数 

２人 １人 人 １人 人 人 ４人 

⑤解雇の対象となる労働者 

氏名 職安 次郎 性別 男 年齢 ４５歳 
障害の 

種 類 

 
 腎臓 
 
 
□ 身体障害者 
□ 知的障害者 
□ 精神障害がある者であって厚生

労働省令で定める者 
□ 短時間重度身体障害者 
□ 短時間重度知的障害者 
□ 短時間精神障害者 

住所 三重県津市○○町１－１２３ 

生年月日 昭和３８年４月６日 

雇用保険

被保険者

番号 

２３０２－６７８９１０－８ 

職種 事務職 
雇入れ 

年月日 
平成３年４月１日 

障害の 

程 度 

障害の等級・程度 

身体障害者手帳 １級 解雇 

理由 
事業縮小の為 

解 雇 

年月日 
平成２８年９月３０日 

障害者の雇用の促進等に関する法律第 81 条の規定により、上記のとおり届けます。 

２８年 ８ 月 ３１ 日   

名古屋中 公共職業安定所長 殿 

 

事業所所在地     東京都千代田区霞ヶ関４－５－６ 

事業主代表者氏名  名中販売 株式会社 

記名押印又は署名  代表取締役社長 労働 太郎  

[注意] 
1 ②欄には、当該事業所の事業の種類を日本標準産業分類の中分類により記載すること。 
2 ③、④欄には、解雇後の状況を記載すること。 
3 ⑤の「障害者の種類」欄には解雇の対象となる者の障害の部位等を記載するとともに、身体障害者、知的障
害者、精神障害がある者であって厚生労働省令で定める者、短時間重度身体障害者（重度身体障害者である
短時間労働者）、短時間重度知的障害者（重度知的障害者である短時間労働者）、短時間精神障害者（精神
障害者である短時間労働者）のうち該当するものをチェックすること。 
4 ④の「ﾊ 精神障害がある者であって厚生労働省令で定める者」欄及び⑤の「障害の種類」欄の「精神障害が
ある者であって厚生労働省令で定める者」については、①精神保健福祉法第 45 条第 2 項の規定により精神障
害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は②精神分裂病、そううつ病又はてんかんにかかっている者（①に
該当する者を除く）であって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者であって職場適応訓練の修了後当該
職場適応訓練を委任された事業主に雇用されている者の数を記載すること。 
5 ⑤の「障害の程度」欄には解雇の対象となる者の障害の等級等を記載すること。 
6 事業主代表者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。 

印 

希望退職者への応募 

・退職勧奨等も含む 

記入例 



 
            
            

  

事業主は、障害者を解雇する場合に 

（労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合又は天災事変、その他やむを得ない理由により事業の継続
が不可能となったことにより解雇する場合を除く。） 

 

 

 

 

 

解雇の告知後すみやかに 

（３０日以上の平均賃金以上を支払って即時解雇を行う場合には、解雇の告知とあわせて直ちに） 

 

 

 

 

その障害者が雇用されている事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に届出。 

 

 

 

 

 

障害者は就職するに当たって各種のハンディキャップを有し、再就職は一般に困難であることにかんがみ、 

事業主が障害者を解雇しようとする場合には、その旨を速やかに公共職業安定所に届け出させることにより、 

公共職業安定所はあらかじめその者に適した求人の開拓、職業指導等を積極的に行うことによって、早期の 

再就職を図ろうとするものです。 

※ 障害者の雇用の促進等に関する法律第 81 条の規定では、障害者を解雇する場合のみ届出が必要となっ

ていますが、上記の趣旨をかんがみ運用として、事業主都合退職（退職勧奨・希望退職者の応募等）の場合で

も、任意により届出いただいても構いません。 

どのような場合に？ 
 

いつまでに？ 
 

この届出の趣旨は？ 
 

どこに届けるの？ 
 


